
秋田県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

の一部を改正する規則をここに公布する。  

 

  平成２３年５月２５日  

 

秋田県後期高齢者医療広域連合長  穂 積  志   

 

秋田県後期高齢者医療広域連合規則第１号  

 

秋田県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

（平成１９年秋田県後期高齢者医療広域連合規則第１１号）の一部を次のように

改正する。 

第８条を次のように改める。  

（育児を行う職員の早出遅出勤務に係る要件）  

第８条 条例８条第１項第２号の規則で定めるものは、児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第６条の２第２項に規定する放課後児童健全育成事業を行う

施設、児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）第１９条第３号に

規定する事業における相互援助活動を行う場所、障害者自立支援法（平成１７

年法律第１２３号）第５条第７項に規定する児童デイサービスを行う事業若し

くは同法第７７条第１項に規定する地域生活支援事業のうち日中一時支援事

業を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による

教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を

行う場所にその子（各事業を利用するものに限る。）を出迎えるため赴き、又

は見送るため赴く職員とする。  

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次

の見出し及び１項を加える。  

 （東日本大震災に対処するためのボランティア休暇の特例）  

２ 秋田県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規

則の一部を改正する規則（平成２３年秋田県後期高齢者医療広域連合規則第 

号）の施行の日から平成２３年１２月３１日までの間、第２２条第２項及び別



表第３第１７号の規定の適用については、同項中「別表第３各号」とあるのは

「別表第３各号（東日本大震災に対処するためのボランティア休暇の特例規定

により読み替えて適用する場合を含む。）」と、同号中「活動を行う場合」とあ

るのは「活動を行う場合又は東日本大震災の被災地若しくはその周辺の地域若

しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域における生活関連物資の

配布その他の被災者を支援する活動を行う場合」と、「５日」とあるのは「５

日（東日本大震災に際し災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用され

た市町村（東京都の市町村を除く。）の区域内における活動を行う場合にあっ

ては、７日）」と読み替えて適用する。   

   附 則  

 この規則は、公布の日から施行する。  


